
○無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)  業務報告書 
 

改正後 現行 

（業務報告書雛形） 

    

（略） 

 

二 第何期末（ 年 月 日現在）貸借対照表 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 略 ） （略） （ 略 ） （略） 

（記載上の注意） 

  １⑴・⑵ （略） 

 

   ⑶  会計方針の変更を行つた場合には、会計方針の変更に関する会社計算規則第 102 条の２第１項に規定

する事項 

 

 

 

⑷  表示方法の変更を行つた場合には、表示方法の変更に関する会社計算規則第 102 条の３第１項に規定

する事項 

⑸ 会計上の見積りの変更を行つた場合には、会計上の見積りの変更に関する会社計算規則第 102 条の４

に規定する事項 

⑹ 誤謬
びゅう

の訂正（会社計算規則第２条第３項第 64 号に規定する誤謬
びゅう

の訂正をいう。以下同じ。）を行つた

場合には、誤謬
びゅう

の訂正に関する同規則第 102 条の５に規定する事項 

 

⑺～⒆ （略） 

 

⒇  次に掲げる１株当たり情報に関する事項 

① １株当たりの純資産額（銭単位） 

② 無尽会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合

には、その旨及び当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの純

資産額を算定している旨 

 

～ （略） 

２～５ （略） 

 

自  年    月    日 

      三 第何期                             損益計算書 

至  年    月    日 

 

 

科     目 金               額 

（略） （略） 

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 ×  ×  × 

償 却 債 権 取 立 益 ×  ×  × 

そ の 他 の 経 常 収 益 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  × 

（略） （略） 

特 別 利 益 ×  ×  × 

固 定 資 産 処 分 益 ×  ×  × 

負 の の れ ん 発 生 益 ×  ×  × 

（業務報告書雛形） 

 

   （略） 

 

二 第何期末（ 年 月 日現在）貸借対照表 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 略 ） （略） （ 略 ） （略） 

（記載上の注意） 

１⑴・⑵ （略） 

 

⑶ 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与え

ている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 
 
   (新設) 

 

   (新設) 

 

   (新設)   

 

 

⑷～⒃ （略） 

 

⒄ １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

 

 

 

 

 

⒅～⒇ （略） 

２～５ （略） 

 

自  年    月    日 

      三 第何期                             損益計算書 

至  年    月    日 

 

 

科     目 金               額 

（略） （略） 

（ 新 設 ） （新設） 

（ 新 設 ） （新設） 

そ の 他 の 経 常 収 入 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  ×

（略） （略） 

特 別 利 益 ×  ×  ×

固 定 資 産 処 分 益 ×  ×  × 

負 の の れ ん 発 生 益 ×  ×  × 
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（ 削 除 ） （削 除） 

（ 削 除 ） （削 除） 

そ の 他 の 特 別 利 益 ×  ×  × 

（略） （略） 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４  「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。

ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は

経常費用に記載することができるものとする。 

 

５・６ （略） 

７ １株当たり情報に関する次の事項を注記すること。 

⑴ １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額（銭

単位） 

⑵ 無尽会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合に

は、その旨並びに当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して１株当たりの当期

純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定している旨 

 

８・９ （略） 

 

 

自  年    月    日 

      四 第何期                             株主資本等変動計算書 

至  年    月    日 

 

         （単位：円）

科     目 金    額 

株主資本    

 資本金    

  当期首残高 ×××

  当期変動額 

   （略） （略） 

  資本準備金 

   当期首残高 ×××

   当期変動額 

    （略） （略） 

  その他資本剰余金 

   当期首残高 ×××

   当期変動額 

    （略） （略） 

  資本剰余金合計 

   当期首残高 ×××

   当期変動額 

    （略） （略） 

  利益準備金 

   当期首残高 ×××

   当期変動額 

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 ×  ×  × 

償 却 債 権 取 立 益 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 別 利 益 ×  ×  × 

（略） （略） 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４  「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、前期損益修正その他異常な利益又は損失の金額

を記載すること。 

ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は

経常費用に記載することができるものとする。 

５・６ （略） 

７ １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を銭単

位で注記すること。 

 

 

 

 

８・９ （略） 

 

 

 

自  年    月    日 

      四 第何期                             株主資本等変動計算書 

至  年    月    日 

 

  （単位：円）

科     目 金    額 

株主資本  

資本金  

前期末残高 ×××

当期変動額 

（略） （略） 

資本準備金 

前期末残高 ×××

当期変動額 

（略） （略） 

その他資本剰余金 

前期末残高 ×××

当期変動額 

（略） （略） 

資本剰余金合計 

前期末残高 ×××

当期変動額 

（略） （略） 

利益準備金 

前期末残高 ×××

当期変動額 
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    （略） （略） 

   ××積立金  

    当期首残高 ×××

    当期変動額 

     （略） （略） 

   繰越利益剰余金  

    当期首残高 ×××

    当期変動額 

     （略） （略） 

  利益剰余金合計 

   当期首残高 ×××

   当期変動額 

    （略） （略） 

 自己株式   

  当期首残高 △×××

  当期変動額 

   （略） （略） 

 株主資本合計 

  当期首残高 ×××

  当期変動額 

   （略） （略） 

純資産合計   

 当期首残高  ×××

 当期変動額  

  （略） （略） 

 
（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、当事業年度期首残高、事

業年度中の変動額及び事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれ

ぞれの金額を注記すること。 

４・５ （略） 

６ 遡及適用（会社計算規則第２条第３項第 59 号に規定する遡及適用をいう。）又は誤謬
びゅう

の訂正をした場合

にあつては、当期首残高に対する影響額を注記すること。 

 

（略） （略） 

××積立金  

前期末残高 ×××

当期変動額 

（略） （略） 

繰越利益剰余金  

前期末残高 ×××

当期変動額 

（略） （略） 

利益剰余金合計 

前期末残高 ×××

当期変動額 

（略） （略） 

自己株式  

前期末残高 △×××

当期変動額 

（略） （略） 

株主資本合計 

前期末残高 ×××

当期変動額 

（略） （略） 

純資産合計  

前期末残高  ×××

当期変動額  

 （略） （略） 

 
（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、前事業年度末残高、事業

年度中の変動額及び事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞ

れの金額を注記すること。 

４・５ （略） 

（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



○無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)  附属明細書 
 

改正後 現行 

（附属明細書ひな形） 

 

（略） 

 

⑵ 引当金 （略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ 当期首又は当期末に計上されている引当金（退職給付引当金を除く。）及び財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則第 54 条の 3 第 1 項に規定する準備金等（以下「引当金等」という。）について、各

引当金等の設置目的ごとの科目の区分により設置すること。 

３・４ （略） 

（附属明細書ひな形） 

   

（略） 

 

⑵ 引当金 （略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ 前期末及び当期末貸借対照表に計上されている引当金（退職給付引当金を除く。）及び財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則第 54 条の 3 第 1 項に規定する準備金等（以下「引当金等」という。）につ

いて、各引当金等の設置目的ごとの科目の区分により設置すること。 

３・４ （略） 

 


